
今
年
も
労
働
保
険
の
年
度
更
新

手
続
き
に
関
す
る
説
明
会
が
設
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
年
度
更
新
時
期
に

は
少
し
早
い
で
す
が
、
確
認
し
て

お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。

令
和
４
年
度
の
年
度
更
新
期
間

は
、
６
月
１
日
（
水
）
か
ら
７
月

11
日
（
月
）
ま
で
で
す
。
年
度
更

新
申
告
書
は
５
月
末
ご
ろ
に
送
付

さ
れ
る
予
定
で
す
。

申
告
・
納
付
期
間
中
に
近
隣
の

都
道
府
県
労
働
局
、
労
働
基
準
監

督
署
へ
の
郵
送
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら

「
電
子
申
請
」
で
行
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。

令
和
4
年
度
は
、
10
月
1
日
に

雇
用
保
険
料
率
が
引
上
げ
ら
れ
る

た
め
、
今
年
は
算
定
基
礎
賃
金
集

計
表
の
様
式
が
変
更
さ
れ
（
別
図
）
、

申
告
書
へ
の
記
載
方
法
が
変
更
さ

れ
ま
し
た
。
例
年
と
は
手
順
の
一

部
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
の
確
定
保
険
料
は
、

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４

年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
労

働
者
へ
支
払
っ
た
賃
金
総
額
に
、

各
事
業
所
単
位
で
定
め
ら
れ
た
保

険
料
率
・
一
般
拠
出
金
率
を
乗
じ

て
算
出
し
ま
す
。

令
和
４
年
度
の
概
算
保
険
料
は
、

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５

年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
労

働
者
へ
支
払
う
賃
金
見
込
額
に
、

各
事
業
所
単
位
で
定
め
ら
れ
た
保

険
料
率
を
乗
じ
て
算
出
し
ま
す
。

こ
の
概
算
保
険
料
の
計
算
を
行
う

に
あ
た
り
、
２
段
階
で
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
賃
金
見
込
額
が
前
年
度

賃
金
総
額
の
１
０
０
分
の
５
０
以

上
１
０
０
分
の
２
０
０
以
下
の
と

き
に
は
、
前
年
度
賃
金
総
額
を
賃

金
見
込
額
と
し
ま
す
。

労
働
保
険
料
は
、
労
災
保
険
料

と
雇
用
保
険
料
に
分
類
し
て
計
算

し
ま
す
の
で
、
各
々
の
対
象
者
を

確
認
し
、
賃
金
総
額
を
把
握
し
て

く
だ
さ
い
。

【
主
な
対
象
者
の
範
囲
】

労
災
：

名
称
・
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら

ず
、
賃
金
を
受
け
取
る
者
（
代
表

権
、
業
務
執
行
権
を
有
す
る
者
は

除
く
）

雇
用
：

名
称
・
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら

ず
、
賃
金
を
受
け
取
る
者
で
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

☆

１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

２
０
時
間
以
上

☆

３
１
日
以
上
の
雇
用
見
込
み

が
あ
る

た
だ
し
、
季
節
的
労
働
者
や
昼

間
学
生
な
ど
は
除
き
ま
す
。

【
主
な
賃
金
の
範
囲
】

労
災
・
雇
用
共
通
：
基
本
給
、
各

種
手
当
、
賞
与
、
通
勤
手
当
な
ど
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労
災
保
険
料
と
雇
用
保
険
料

に
分
類

年
１
回
の
申
告

確
定
保
険
料
と
概
算
保
険
料

労災保険料率

雇用保険料率

一般拠出金率

事業の種類ごとに１０００分の3～１０００分の８８

一律１０００分の０．０２

令和４年４月１日～令和４年９月３０日

１０００分の9．５～１０００分の12．５

令和４年10月１日～令和5年3月３1日

１０００分の13．５～１０００分の16．５

【保険料率等】

算定基礎賃金集計表の様式



社
会
保
険
の
被
保
険
者
で
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
し
て
休
業
し
た
と
き
に
は
、
傷

病
手
当
金
の
申
請
が
可
能
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会

の
被
保
険
者
向
け
に
、
ど
の
よ
う

な
方
が
対
象
に
な
る
の
か
、
あ
る

い
は
申
請
に
必
要
な
も
の
な
ど
に

つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

次
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
で
、
傷
病
手
当
金

の
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場

合
に
申
請
が
可
能
で
す
。

①
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
「
陽

性
」
の
方

②
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
「
陰

性
」
で
発
熱
等
の
症
状
の
あ
る
方

※
「
陰
性
」
で
症
状
の
な
い
方
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

自
覚
症
状
は
な
い
も
の
の
、
医

療
機
関
を
受
診
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

を
受
け
た
結
果
、
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
陽
性
」
と
判
定
さ
れ
、

療
養
の
た
め
労
務
が
困
難
な
場
合
、

傷
病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
自
覚
症
状
が
な
い
も

の
の
、
家
族
が
感
染
し
濃
厚
接
触

者
に
な
っ
た
等
の
事
由
に
お
い
て
、

本
人
が
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
に

は
傷
病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。風

邪
の
症
状
や
３
７
．
５
℃
以

上
の
発
熱
、
倦
怠
感
や
呼
吸
困
難

の
た
め
、
休
業
す
る
場
合
も
申
請

対
象
に
な
り
ま
す
が
、
医
療
機
関

を
受
診
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
受
け

た
結
果
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
陰
性
」
と
判
定
さ
れ
た
日
以
降

は
、
申
請
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
「
療
養

状
況
申
立
書
」
（
傷
病
手
当
金
用
）

を
添
付
し
て
申
請
し
ま
す
。
ま
た
、

保
健
所
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
陽
性
に
関
す
る
証
明
書
や
療
養

に
関
す
る
指
示
書
の
交
付
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
そ
の
証
明
書
・

指
示
書
に
つ
い
て
も
添
付
し
ま
す
。

・
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に
よ
り
陽
性
と
判

明
し
た
も
の
の
、
自
宅
ま
た
は
指

定
さ
れ
た
ホ
テ
ル
等
の
療
養
施
設

で
待
機
を
指
示
さ
れ
、
実
際
に
医

療
機
関
を
受
診
し
た
日
と
休
み
始

め
た
日
が
異
な
る
と
き
。

・
医
師
が
労
務
不
能
と
認
め
た
日

の
終
了
日
以
降
、
ま
だ
体
調
が
す

ぐ
れ
ず
自
宅
で
療
養
し
た
と
き
。

・
退
院
後
の
自
宅
療
養
期
間
が
あ

る
と
き
、
な
ど
。

療
養
状
況
申
立
書
（
傷
病
手
当

金
用
）
に
つ
い
て
は
、
全
国
健
康

保
険
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
郵
送
で
取

り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
健

康
保
険
組
合
等
に
加
入
の
場
合
は
、

各
健
康
保
険
組
合
に
よ
り
書
式
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
加
入
し
て
い

る
健
康
保
険
組
合
等
に
確
認
く
だ

さ
い
。

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

31
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
外
国
人
雇
用
状
況
の
届
出
（
雇

用
保
険
の
被
保
険
者
で
な
い
場
合
）

【
雇
入
れ
・
離
職
の
翌
月
末
日
】

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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５
月
の
連
休
を
利
用
し
て
冬
物

を
し
ま
う
つ
も
り
で
し
た
が
、
最

低
気
温
10
度
以
下
の
連
日
に
耐
え

ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
に…

。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-606-1906

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

５
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

係
る
傷
病
手
当
金
申
請
の
要
件

傷
病
手
当
金
支
給
申
請
書
の
４
ペ
ー

ジ
目
（
療
養
担
当
者
記
入
用
）
に

担
当
医
師
か
ら
証
明
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合


